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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】転倒させた場合であっても内部の液体が漏れ出
ることを防止でき、かつ、容器本体を傾けることで内部
の液体を飲むことができる液体用容器を提供する。
【解決手段】液漏れ防止部３００内に設けられ、第１の
半球体４０２と、該第１の半球体よりも径が大きい第２
の半球体４０４とを有する弁４００と、を有し、筒部は
、第１の円筒部２１４ａと、前記第１の円筒部よりも径
が大きい第２の円筒部２１４ｃとを有し、前記第１の円
筒部は、前記第２の円筒部よりも鉛直方向上方に位置し
、連結部３０６の内周面は、底面部３０４側から少なく
とも第１の傾斜部３１２と、第２の傾斜部３１４とを有
し、前記弁は、前記第１の半球体が、前記第２の半球体
に対して、鉛直方向上方に位置するように設けられ、前
記第１の半球体の径は、前記第１の円筒部の径よりも大
きく、前記第１の傾斜部の勾配は、前記第２の傾斜部の
勾配よりも大きくなるよう構成されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端開口を有し、液体を収容する本体と、
　前記本体と着脱可能に設けられ、第１開口部を形成する筒部を有する飲み口部と、覆い
部と、を有する蓋部と、
　前記筒部と着脱可能に設けられる円筒状に形成された胴部と、底面部と、胴部と底面部
とを連結する連結部とを有する、液漏れ防止部と、
　前記液漏れ防止部内に設けられ、第１の半球体と、該第１の半球体よりも径が大きい第
２の半球体とを有する弁と、
　を有し、
　前記筒部は、第１の円筒部と、前記第１の円筒部よりも径が大きい第２の円筒部とを有
し、前記第１の円筒部は、前記第２の円筒部よりも鉛直方向上方に位置し、
　前記連結部の内周面は、前記底面部側から少なくとも第１の傾斜部と、前記第２の傾斜
部とを有し、
　前記弁は、前記第１の半球体が、前記第２の半球体に対して、鉛直方向上方に位置する
ように設けられ、
　前記第１の半球体の径は、前記第１の円筒部の径よりも大きく、
　前記第１の傾斜部の勾配は、前記第２の傾斜部の勾配よりも大きくなるよう構成されて
いる、
　液体用容器。
【請求項２】
　前記本体は、把持部を有し、
　前記飲み口部は、前記第１の蓋部を前記本体に取り付けた際に、前記把持部に対して、
前記上端開口の周方向で３０度から１５０度の範囲内の位置に位置するように設けられて
いる、
　請求項１に記載の液体用容器。
【請求項３】
　前記飲み口部及び前記覆い部は、前記第１開口部に向かって傾斜する構成を有する、
　請求項１又は２に記載の液体用容器。
【請求項４】
　前記飲み口部は更に、空気穴を有する、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の液体用容器。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体用容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　寝たきりのお年寄りや子供は、把持力が弱いため、コップ内の水又はその他のドリンク
類の液体を飲む際に、コップを転倒させて又は取り落として、コップ内の液体が外に漏れ
てしまうという問題があった。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、取り落としたペットボトルの液体用容器を使用者が足等で踏
んだ場合や、転倒した使用者が液体用容器の上になった場合でも、内部の液体が漏れ出る
のを防止することができる液体用容器が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１６－２２９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の液体用容器はストローを介して液体を飲む構成であり、容
器本体が正立状態ではない場合に、ストローに通じる容器本体の開口部を閉塞する構成で
ある。そのため、使用者が容器を傾けて液体を飲むコップ等の液体用容器においては、液
体を飲む際に容器本体が正立状態ではなくなり開口部が閉塞されるため、応用できないと
いう問題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、使用者が転倒させた場合であっても内部の液体が漏れ出ることを防
止でき、かつ、容器本体を傾けることで内部の液体を飲むことができる液体用容器を提供
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態によると、
　上端開口を有し、液体を収容する本体と、
　前記本体と着脱可能に設けられ、第１開口部を形成する筒部を有する飲み口部と、覆い
部と、を有する蓋部と、
　前記筒部と着脱可能に設けられる円筒状に形成された胴部と、底面部と、胴部と底面部
とを連結する連結部とを有する、液漏れ防止部と、
　前記液漏れ防止部内に設けられ、第１の半球体と、該第１の半球体よりも径が大きい第
２の半球体とを有する弁と、
　を有し、
　前記筒部は、第１の円筒部と、前記第１の円筒部よりも径が大きい第２の円筒部とを有
し、前記第１の円筒部は、前記第２の円筒部よりも鉛直方向上方に位置し、
　前記連結部の内周面は、前記底面部側から少なくとも第１の傾斜部と、前記第２の傾斜
部とを有し、
　前記弁は、前記第１の半球体が、前記第２の半球体に対して、鉛直方向上方に位置する
ように設けられ、
　前記第１の半球体の径は、前記第１の円筒部の径よりも大きく、
　前記第１の傾斜部の勾配は、前記第２の傾斜部の勾配よりも大きくなるよう構成されて
いる、
　液体用容器である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一実施形態によると、使用者が転倒させた場合であっても内部の液体が漏れ出
ることを防止でき、かつ、容器本体を傾けることで内部の液体を飲むことができる液体用
容器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る液体用容器の容器本体の概略外観図の一例である。
【図２】本実施形態に係る液体用容器の容器本体の端面図の一例である。
【図３】本実施形態に係る液体用容器の第１の蓋部の上面図の一例である。
【図４】本実施形態に係る液体用容器の第１の蓋部及び液漏れ防止部の端面図の一例であ
る。
【図５】本実施形態に係る液体用容器の液漏れ防止部の端面図の他の例である。
【図６】本実施形態に係る液体用容器の液漏れ防止部の端面図の他の例である。
【図７】本実施形態に係る液体用容器の液漏れ防止部の端面図の他の例である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本発明に係る液体用容器の実施形態について、図を参照して説明する。
【００１１】
　本実施形態に係る液体用容器は主として、水又はその他のドリンク類（以下、飲料と呼
ぶ）を収容するための容器本体と、容器本体の上端開口を覆う第１の蓋部と、転倒時に内
部の液体が漏れ出ることを防止するための、液漏防止部及び弁と、を有して構成されてい
る。先ずは、本実施形態に係る液体用容器の容器本体の構成について、図１及び図２を参
照して説明する。
【００１２】
　（容器本体１００の構成）
　図１に、本実施形態に係る液体用容器の容器本体１００の概略外観図の一例を示す。ま
た、図２に、本実施形態に係る液体用容器の容器本体１００の端面図の一例を示す。
【００１３】
　容器本体１００は、底部１０２と、この底部１０２を取り囲んで起立する周壁１０４と
、を有するカップ型で構成されており、底部１０２と周壁１０４とで囲まれる内部空間に
、飲料を収容することができる。
【００１４】
　容器本体１００の周壁１０４の例えば外周上部側には、使用者が容器本体１００を把持
するための把持部１０６が設けられている。
【００１５】
　容器本体１００と第１の蓋部２００（図３参照）とは、着脱可能に構成されており、容
器本体１００の周壁１０４の例えば内周側には、第１の蓋部２００の取り付け時に容器本
体１００と第１の蓋部２００とを固定する又は容器本体１００と第１の蓋部２００とがズ
レるのを防止するための、容器側係合部１０８が設けられている。
【００１６】
　次に、本実施形態に係る液体用容器の第１の蓋部２００の構成について、図３及び図４
を参照して説明する。
【００１７】
　（第１の蓋部２００の構成）
　図３に、本実施形態に係る液体用容器の第１の蓋部２００の上面図の一例を示し、図４
（ａ）に、本実施形態に係る液体用容器の第１の蓋部２００の断面図の一例を示す。
【００１８】
　第１の蓋部２００の上面側には、飲料を飲むための第１開口部２０２が形成された飲み
口部２０４と、容器本体１００から飲料を過剰に流出するのを防ぐための覆い部２０６と
を備えている。
【００１９】
　第１の蓋部２００は、容器本体１００の上端開口１１０全域を、飲み口部２０４と覆い
部２０６とが覆う（第１開口部２０２及び下記空気穴２０８に対応する位置は除く）よう
に設けられている。そして、第１の蓋部２００には、蓋部側第１係合部２１０が設けられ
ており、取付け時には、容器側係合部１０８と蓋部側第１係合部２１０とが係合し、容器
本体１００と第１の蓋部２００とが固定される又は容器本体１００と第１の蓋部２００と
がズレないように構成される。なお、本実施形態においては、容器側係合部１０８が凸状
に形成され、蓋部側第１係合部２１０が溝状に形成される構成について例示したが、本発
明はこの点において限定されない。
【００２０】
　飲み口部２０４は、コップの縁部を模した形状をしており、使用者は飲み口部２０４に
口をつけて容器本体１００を傾けることで、容器本体１００内の飲料を飲むことができる
。そのため、飲み口部２０４は、第１の蓋部２００を容器本体１００に取り付けた際に、
把持部１０６に対して、上端開口１１０の周方向で例えば３０度～１５０度、好ましくは
４５度から１３５度、より好ましくは６０度～１２０度、更に好ましくは８０度～１００
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度の位置に位置するように設けられることが好ましい。
【００２１】
　また、飲み口部２０４には、飲料を飲むための第１開口部２０２とは別に、飲料を流出
させやすくするための空気穴２０８が設けられることが好ましい。
【００２２】
　覆い部２０６は、容器本体１００の上端開口１１０から飲料を過剰に流出するのを防ぐ
ために設けられる。飲み口部２０４と覆い部２０６とは、第１開口部２０２に向かって傾
斜する構成であることが好ましい（図４（ａ）参照）。より具体的には、容器本体１００
を水平面に静置した状態（この状態を正立状態と呼ぶ）の容器本体１００に第１の蓋部２
００を取り付けた状態において、第１開口部２０２が、飲み口部２０４と覆い部２０６に
対して、鉛直方向において下方に位置するように、飲み口部２０４及び覆い部２０６が傾
斜する構成であることが好ましい。使用者が飲み残した飲料は、傾斜により飲み口部２０
４の第１開口部２０２を経て容器本体１００内へと戻るため、上記の傾斜する構成とする
ことが好ましい。
【００２３】
　また、本実施形態に係る液体用容器は、例えば長時間飲料を飲まない場合に、容器本体
１００内及び第１の蓋部２００上への塵又は埃などの異物の混入を防止するための、図示
しない第２の蓋部を有していてもよい。第２の蓋部は、飲み口部２０４及び覆い部２０６
を覆うように設けられる。
【００２４】
　第１の蓋部２００の飲み口部２０４は、第１開口部２０２を形成する筒部（２１４ａ～
２１４ｃ）を有し、この筒部の下端部側（容器本体１００に第１の蓋部２００を取り付け
た状態で容器本体１００側）には、使用者が転倒させた場合であっても内部の液体が漏れ
出ることを防止でき、かつ、容器本体１００を傾けることで内部の液体を飲むことができ
るための、液漏防止部３００（図４（ｂ）参照）が設けられている。液漏防止部３００は
、第１の蓋部２００に一体的に設けられていてもよいが、第１の蓋部２００に対して着脱
可能に設けられることが好ましい。液漏防止部３００を第１の蓋部２００に対して着脱可
能に設けることにより、各々の構成部品を容易に洗浄可能であるため、好ましい
　液漏防止部３００を第１の蓋部２００に対して着脱可能に設ける場合、第１の蓋部２０
０には、第１の蓋部２００と液漏防止部３００とを固定する又は第１の蓋部２００と液漏
防止部３００とがズレるのを防止するための、蓋部側第２係合部２１２が設けられている
ことが好ましい。
【００２５】
　第１の蓋部２００の第１開口部２０２を形成する筒部は少なくとも、第１の円筒部２１
４ａと、第１の円筒部２１４ａよりも径が大きい第２の円筒部２１４ｃとを有する。第１
の円筒部２１４ａは、第２の円筒部２１４ｃよりも、上側（容器本体１００に第１の蓋部
２００を取り付けた状態で第１の蓋部２００側）に設けられる。なお、図４（ａ）に示す
例では、第１の円筒部２１４ａと第２の円筒部２１４ｃとの間には、テーパ形状を有する
テーパ部２１４ｂが設けられている。
【００２６】
　ここで、第１の円筒部２１４ａの径は、後述する第１の半球体４０２（図４（ｂ）参照
）の径よりも僅かに小さく形成されており、第２の円筒部２１４ｂの径は、第１の半球体
４０２の径よりも大きく形成されている。
【００２７】
　次に、液漏防止部３００の詳細な構成について、図４（ｂ）及び図５を参照して説明す
る。
【００２８】
　（液漏防止部３００の構成）
　図４（ｂ）に、本実施形態に係る液体用容器の液漏防止部３００の端面図の一例を示す
。なお、図４（ｂ）においては、説明のために、第１の蓋部２００に液漏防止部３００を
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取り付けた図面を示している。また、図５に、本実施形態に係る液体用容器の液漏防止部
３００の端面図の他の例を示す。
【００２９】
　図４（ｂ）において、液漏防止部３００は、少なくとも円筒状に形成された胴部３０２
と、底面部３０４と、胴部３０２と底面部３０４とを連結する連結部３０６とが形成され
ている。
【００３０】
　液漏防止部３００の胴部３０２の内径は、同様に円筒状に形成された第１の蓋部２００
の第２の円筒部２１４ｃの外径よりもわずかに大きく形成されており、胴部３０２を第２
の円筒部２１４ｂに差し込むことにより、又は、第２の円筒部２１４ｂを胴部３０２に差
し込むことにより、第１の蓋部２００と液漏防止部３００とが係合するように構成されて
いる。
【００３１】
　また、液漏防止部３００の胴部３０２の例えば外側面側には、第１の蓋部２００と液漏
防止部３００とを固定する又は第１の蓋部２００と液漏防止部３００とがズレるのを防止
するための、液漏防止部側係合部３０８が設けられている。
【００３２】
　液漏防止部３００の胴部３０２及び／又は連結部３０６には、使用者が容器本体１００
に収容された飲料を飲む際に、飲料を第１の蓋部２００の第１開口部２０２へと送るため
の、第２開口部３１０が設けられている。即ち、液漏防止部３００及び／又は連結部３０
６は、飲料を第１開口部２０２に導通する導通路にもなっている。なお、第２開口部３１
０は、１つ設けられる構成であってもいいし、複数設けられる構成であってもよい。
【００３３】
　図５に示すように、本実施形態において液漏防止部３００の連結部３０６の内周面は、
底面部３０４側から少なくとも第１の傾斜部３１２及び第２の傾斜部３１４を有する。な
お、ここで言う傾斜とは、正立状態において、水平面との為す角度が０度より大きく９０
度より小さいことを意味する。
【００３４】
　そして、本実施形態では、正立状態において、第１の傾斜部３１２の勾配が、第２の傾
斜部３１４の勾配よりも大きくなる（即ち、急になる）よう構成されている。
【００３５】
　ここで、第１の傾斜部３１２及び／又は第２の傾斜部３１４は、液漏防止部３００の連
結部３０６の内周面を形成する構成であってもよいし、連結部３０６の内周面に第１の傾
斜部３１２及び／又は第２の傾斜を形成するリブが設けられる構成であっても良い。
【００３６】
　液漏防止部３００の筒部の内部には、金属製の弁４００が収容されている。弁４００は
、端部が半球である第１の半球体４０２と、端部が半球であり、第１の半球体４０２より
も径が大きい第２の半球体４０４と、これら２つの半球体の間を接続する中間部４０６と
を有する略瓢箪型の形状を有している。なお、弁４００は、筒部の内部において、第１の
半球体４０２が第２の半球体に対して、正立状態で上側に位置するように収容される。
【００３７】
　弁４００は、第２の半球体４０４の重量が、第１の半球体４０２及び連結部３０６の重
量より一定値以上重い比重差を有する。また、弁４００は、第１の半球体４０２と、中間
部４０６と、第２の半球体４０４とが旋盤による削り出しにより、一体に成形されている
ことが好ましい。一体成形によって、弁４００の製造工程を少なくすることができると共
に、旋盤による削り出しによる、弁４００の表面の表面粗さによって、後述する第１開口
部２０２の開放及び閉塞の制御を確実に行うことができる。
【００３８】
　（実施例：効果）
　次に、上記説明した本実施形態に係る液漏防止部３００の効果について、図５乃至図７
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を参照して、説明する。図５乃至図７に、本実施形態に係る液体用容器の液漏防止部３０
０の端面図の他の例を示す。なお、図５乃至図７には、説明のために、第１の蓋部２００
の一部を一点鎖線で示している
　図５は、容器本体１００が正立状態にある場合における、液漏防止部３００内の弁４０
０の様子を示した図である。容器本体１００が正立状態の場合には、重力により、弁４０
０の第２の半球体４０４は、底面部３０４及び第１の傾斜部３１２に支持される。また、
この状態では、弁４００の第１の半球体４０２は、第１開口部２０２（の少なくとも一部
）を塞がない構成となっている。別の言い方をすると、弁４００の第１の半球体４０２は
、第１の円筒部２１４ａの一部（図５参照）及び／又は第２の円筒部２１４ｃの一部で支
持されている、又は、第１の蓋部２００から離間している。
【００３９】
　図６は、例えば使用者が容器本体１００を転倒させた場合などのように、所定の加速度
以上の加速度で容器本体１００を傾けた場合における、液漏防止部３００内の弁４００の
様子を示した図である。容器本体１００が所定の加速度以上の加速度で傾けられた場合に
は、弁４００の第２の半球体４０４は、その加速度に対応する力で第１の傾斜部３１２側
から第２の傾斜部３１４側へと偏倚して移動する。これにより、弁４００の第１の半球体
４０２が、第１の円筒部２１４ａに密着して押し付けられることで、第１開口部２０２を
完全に塞ぎ、飲料が第１開口部２０２を通じて容器本体１００から漏れ出ない構成となっ
ている。また、この状態では、弁４００の第２の半球体４０４は、第２の傾斜部３１４に
支持される。
【００４０】
　なお、前述したように、飲み口部２０４は、第１の蓋部２００を容器本体１００に取り
付けた際に、把持部１０６に対して、上端開口１１０の周方向で好ましくは８０度～１０
０度の位置に位置するように設けられる。また、第１の傾斜部３１２及び第２の傾斜部３
１４は、液漏防止部３００の連結部３０６の飲み口部２０４側の内周面に設けられている
。そのため、正立状態から容器本体１００をどの方向に転倒させた場合であっても、容器
本体１００が回転して、液漏防止部３００の第２の傾斜部３１４側が地面方向に向くため
、弁４００の第２の半球体４０４は、第２の傾斜部３１４に支持される。
【００４１】
　したがって、使用者が所定の加速度以上の加速度で容器本体１００を傾けた場合には、
図６に示すように、弁４００は、第１の開口部２０２を塞ぐ構成となっているため、容器
本体１００に収容された飲料は、容器本体１００内部から漏れ出ない。
【００４２】
　また当然ではあるが、本実施形態に係る容器本体１００は、所定の加速度未満の加速度
で傾けた場合であっても、容器本体１００を所定の角度以上傾けた場合（例えば、容器本
体１００を逆さまにした場合）は、同様の機構により、容器本体１００に収容された飲料
は、容器本体１００内部から漏れ出ない。
【００４３】
　図７は、例えば使用者が容器本体１００内の飲料を飲む場合などのように、所定の加速
度未満の加速度で容器本体１００を飲み口部２０４側に傾けた場合における、液漏防止部
３００内の弁４００の様子を示した図である。容器本体１００が所定の加速度未満の加速
度で傾けられた場合には、弁４００は、図６で示した例のように第１の傾斜部３１２側か
ら第２の傾斜部３１４側へと偏倚して移動することはなく、弁４００は傾け量に応じて傾
け方向に回転する。そのため、弁４００は、図５で示した状態と同様に、第１開口部２０
２（の少なくとも一部）を塞がない構成となる。この場合、弁４００の第１の半球体４０
２は、第１の円筒部２１４ａの一部及び第２の円筒部２１４ｃの一部で支持される。また
、弁４００の第２半球体４０４は、底面部３０４及び第１の傾斜部３１２に支持される。
【００４４】
　したがって、使用者が所定の加速度未満の加速で容器本体１００を飲み口部２０４側に
傾けた場合、図７に示すように、弁４００は、第１開口部２０２を塞がない構成となるた
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め、容器本体１００に収容された飲料は、第１の半球体４０２と第１の円筒部２１４ａと
の間の隙間を通り、飲み口部２０４から排出される。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態に係る液体用容器は、上端開口１１０を有し、液体を
収容する本体と、前記本体と着脱可能に設けられ、第１開口部２０２を形成する筒部を有
する飲み口部２０４と、覆い部２０６と、を有する蓋部と、前記筒部と着脱可能に設けら
れる円筒状に形成された胴部３０２と、底面部３０４と、胴部３０２と底面部３０４とを
連結する連結部３０６とを有する、液漏防止部３００と、前記液漏防止部３００内に設け
られ、第１の半球体４０２と、該第１の半球体４０２よりも径が大きい第２の半球体４０
４とを有する弁４００と、を有し、前記筒部は、第１の円筒部２１４ａと、前記第１の円
筒部２１４ａよりも径が大きい第２の円筒部２１４ｃとを有し、前記第１の円筒部２１４
ａは、前記第２の円筒部２１４ｃよりも鉛直方向上方に位置し、前記連結部３０６の内周
面は、前記底面部３０４側から少なくとも第１の傾斜部３１２と、前記第２の傾斜部３１
４とを有し、前記弁４００は、前記第１の半球体４０２が、前記第２の半球体４０４に対
して、鉛直方向上方に位置するように設けられ、前記第１の半球体４０２の径は、前記第
１の円筒部２１４ａの径よりも大きく、前記第１の傾斜部３１２の勾配は、前記第２の傾
斜部３１４の勾配よりも大きくなるよう構成されている。
【００４６】
　かかる構成により、本実施形態に係る液体用容器は、使用者が転倒させた場合であって
も内部の液体が漏れ出ることを防止でき、かつ、容器本体１００を傾けることで内部の液
体を飲むことができる液体用容器を提供する。
【００４７】
　なお、上記各実施形態は本発明の一例に過ぎない。すなわち、本発明は上記各実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない限り、当業者によって容易に想
到可能な様々な変形例についても本発明に含まれることは明らかである。
【符号の説明】
【００４８】
１００　容器本体
１０２　底部
１０４　周壁
１０６　把持部
１０８　容器側係合部
１１０　上端開口
２００　第１の蓋部
２０２　第１開口部
２０４　飲み口部
２０６　覆い部
２０８　空気穴
２１０　蓋部側第１係合部
２１２　蓋部側第１係合部
２１４ａ　第１の円筒部
２１４ｂ　テーパ部
２１４ｃ　第２の円筒部
３００　液漏防止部
３０２　胴部
３０４　底面部
３０６　連結部
３０８　液漏防止部側係合部
３１０　第２開口部
３１２　第１の傾斜部
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３１４　第２の傾斜部
４００　弁
４０２　第１の半球体
４０４　第２の半球体
４０６　中間部
 

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月9日(2018.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端開口を有し、液体を収容する本体と、
　前記本体と着脱可能に設けられ、第１開口部を形成する筒部を有する飲み口部と、覆い
部と、を有する蓋部と、
　前記筒部と着脱可能に設けられる円筒状に形成された胴部と、底面部と、胴部と底面部
とを連結する連結部とを有する、液漏れ防止部と、
　前記液漏れ防止部内に設けられ、第１の半球体と、該第１の半球体よりも径が大きい第
２の半球体とを有する弁と、
　を有し、
　前記筒部は、第１の円筒部と、前記第１の円筒部よりも径が大きい第２の円筒部とを有
し、前記第１の円筒部は、前記第２の円筒部よりも鉛直方向上方に位置し、
　前記連結部の内周面は、前記底面部側から少なくとも第１の傾斜部と、第２の傾斜部と
を有し、
　前記弁は、前記第１の半球体が、前記第２の半球体に対して、鉛直方向上方に位置する
ように設けられ、
　前記第１の半球体の径は、前記第１の円筒部の径よりも大きく、
　前記第１の傾斜部の勾配は、前記第２の傾斜部の勾配よりも大きくなるよう構成されて
いる、
　液体用容器。
【請求項２】
　前記本体は、把持部を有し、
　前記飲み口部は、前記第１の蓋部を前記本体に取り付けた際に、前記把持部に対して、
前記上端開口の周方向で３０度から１５０度の範囲内の位置に位置するように設けられて
いる、
　請求項１に記載の液体用容器。
【請求項３】
　前記飲み口部及び前記覆い部は、前記第１開口部に向かって傾斜する構成を有する、
　請求項１又は２に記載の液体用容器。
【請求項４】
　前記飲み口部は更に、空気穴を有する、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の液体用容器。
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